
■事業概要 奨学金の返還を支援するための補助制度を創設
■対象者 本市から奨学金の貸与を受け，奨学金の返還を行って

いる市⺠であって，本市に定住の意思のあるもの
※その他の要件あり

■対象期間 奨学金返還計画で定められた期間
（最⻑10年間）

■対象経費 当該年度に返還した奨学金の額（年間上限28万8千円）

■補助率等 通常 1/3（最大 9万6千円／年）
夫婦世帯 1/2（最大14万4千円／年）
子育て世帯 10/10（最大28万8千円／年）
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おかえり常総奨学金
返還支援事業の実施
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奨学金の返還支援により若年層の定住を促進

若年層の経済的負担の軽減 次の時代をつくる

本市への定住促進 いつまでも暮らせるまちに


